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本号で公布された条例等のあらまし

◇北九州市公債規則の一部を改正する規則
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法

律の整備等に関する法律の施行に伴い、関係規定を改めること
にしました。
この規則は、平成１８年１月１０日から施行することにしま

した。

規 則

北九州市公債規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成１８年１月６日

北九州市長 末 吉 興 一
北九州市規則第１号

北九州市公債規則の一部を改正する規則
北九州市公債規則（昭和４９年北九州市規則第６号）の一部

を次のように改正する。
第４条第６号を削る。
第７条第１項中「引換」を「引換え」に改める。
第８条の見出し中「再交付等」を「再交付」に改め、同条後

段を削る。
第９条第１項中「券面金額」の次に「（社債等の振替に関す

る法律（平成１３年法律第７５号。以下「振替法」という。）
の規定を適用する公債（以下「振替公債」という。）にあって
は、その金額）」を加える。
第１２条本文中「公債の」を「公債（振替公債を除く。）の

」に、「引換」を「引換え」に改め、同条ただし書中「登録公
債に係る支払並びに」を削り、「引換」を「引換え」に改め、
同条に次の１項を加える。
２ 振替公債の元金は、振替法第１１３条において準用する振
替法第６６条に規定する振替口座簿への記載又は記録を受け
た者に支払う。
第１３条第１項中「利札記載の日」の次に「（振替公債にあ

っては、市長が定める日）」を加える。
付 則

（施行期日）
１ この規則は、平成１８年１月１０日から施行する。
（経過措置）

２ この規則の施行の日前に発行した社債等登録法（昭和１７
年法律第１１号）第１４条において準用する同法第３条第１
項の規定により登録した北九州市公債については、なお従前
の例による。

告 示

北九州市告示第８号
北九州市下水道条例施行規則（昭和４６年北九州市規則第６

８号）第１２条第１項第１号の規定により、次のとおり排水設
備指定工事店の指定を取り消した。

平成１８年１月１０日
北九州市長 末 吉 興 一

指定番号 工事店名代表 所在地 取消年月日
者

３０９７ 池永設備 小倉南区東貫三丁 平成１７年１
池永俊一 目１１番２６号 ２月２４日

北九州市告示第８－２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定

により、次のとおり道路の区域を変更する。
その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部

管理課において、一般の縦覧に供する。
平成１８年１月１３日

北九州市長 末 吉 興 一
１ 道路の種類 市道
２ 路線名等

変更
整理番号 路線名 前後 区 域 変 更 の 区 間 幅 員 延 長

の別 (m) (m)

北九州市八幡西区藤
田二丁目１４１番か 6.2

前 ら 13.0

～

北九州市八幡西区藤 7.8
田二丁目１４２番地
先まで

４７２２ 藤田１
９号線 北九州市八幡西区藤

田二丁目１４１番か 7.0
後 ら 13.0

～

北九州市八幡西区藤 7.8
田二丁目１４２番地
先まで

北九州市告示第８－３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定

により、次のとおり道路の区域を変更する。
その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部

管理課において、一般の縦覧に供する。
平成１８年１月１３日

北九州市長 末 吉 興 一
１ 道路の種類 県道
２ 路線名等

変更
整理番号 路線名 前後 区 域 変 更 の 区 間 幅 員 延 長

の別 (m) (m)

北九州市小倉北区城
内３４８番地先から 12.0

前 北九州市小倉北区城 41.0

～

内６番３地先まで 26.6
６３ 長行田

町線 北九州市小倉北区城
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内３４８番地先から 4.8
後 北九州市小倉北区城 41.0

～

内６番３地先まで 21.1

北九州市告示第８－４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定

により、次のとおり道路の区域を変更する。
その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部

管理課において、一般の縦覧に供する。
平成１８年１月１３日

北九州市長 末 吉 興 一
１ 道路の種類 市道
２ 路線名等

変更
整理番号 路線名 前後 区 域 変 更 の 区 間 幅 員 延 長

の別 (m) (m)

北九州市八幡東区大
字前田２１３１番１ 18.0

前 地先から 18.0

～

北九州市八幡東区大 24.6
字前田２１３６番８
地先まで

１９７０ 前田東
浜町１ 北九州市八幡東区大
号線 字前田２１３１番１

後 地先から 18.0 18.0
北九州市八幡東区大
字前田２１３６番１
地先まで

北九州市告示第８－５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定

により、次のとおり道路の区域を変更する。
その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部

管理課において、一般の縦覧に供する。
平成１８年１月１３日

北九州市長 末 吉 興 一
１ 道路の種類 市道
２ 路線名等

変更
整理番号 路線名 前後 区 域 変 更 の 区 間 幅 員 延 長

の別 (m) (m)

北九州市八幡西区大
字穴生１５００番１ 10.0

前 地先から 45.0

～

北九州市八幡西区大 13.8
字穴生１４９７番地
先まで

６３８２ 陣原９
５号線 北九州市八幡西区大

字穴生１５０１番１ 13.0
後 地先から 45.0

～

北九州市八幡西区大 27.0
字穴生１４９７番地

先まで

北九州市告示第２０号
北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州

市条例第８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定によ
り放置自転車を移動し、保管したので、同条例第１３条第１項
の規定により次のとおり告示する。

平成１８年１月１６日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、
保管した自転車の台数、移動し、保管した年月日並びに保管
及び返還を行う場所
別表のとおり

２ 返還事務を行う時間
月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで
土曜日 午後１時から午後５時まで
ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日は、返還事務を行わない。
３ 問合せ先

北九州市小倉北区城内１番１号
北九州市建設局総務部管理課（電話５８２－２２７１）

４ 返還を受けるために必要な事項

自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名
並びに当該自転車の利用者等であることを証明するものを提
示しなければならない。

５ その他
この告示に係る自転車について、この告示の日から起算し

て６月を経過しても利用者等が当該自転車を引き取らない場
合は、北九州市において処分する。

別表

移動し、保管し 移動し、 移動し、 保管及び返還を行う
た自転車が放置 保管した 保管した 場所
されていた場所 自転車の 年月日

台数

ＪＲ門司駅周辺 平成１７ 北九州市門司区西海
地区自転車放置 １２台 年１２月 岸一丁目３番
禁止区域 １２日 西海岸自転車保管所

ＪＲ小倉駅周辺 平成１７ 北九州市小倉北区青
地区自転車放置 ７台 年１２月 葉二丁目１番
禁止区域 ６日 青葉自転車保管所

平成１７
５２台 年１２月

１４日

ＪＲ南小倉駅周 平成１７ 北九州市小倉南区下
辺地区自転車放 ８台 年１２月 城野一丁目１番
置禁止区域 ２０日 下城野自転車保管所

モノレール徳力 平成１７ 北九州市小倉南区八
嵐山口停留場周 ２４台 年１２月 重洲町１６番
辺地区自転車放 １９日 八重洲自転車保管所
置禁止区域

ＪＲ下曽根駅周 平成１７ 北九州市小倉南区八
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辺地区自転車放 ２３台 年１２月 重洲町１６番
置禁止区域 １６日 八重洲自転車保管所

ＪＲ若松駅周辺 平成１７ 北九州市若松区響南
地区自転車放置 ３台 年１２月 町８番
禁止区域 ７日 小石自転車保管所

ＪＲ八幡駅周辺 平成１７ 北九州市八幡西区築
地区自転車放置 １７台 年１２月 地町１０番
禁止区域 ２１日 築地自転車保管所

ＪＲ折尾駅周辺 平成１７ 北九州市八幡西区長
地区自転車放置 ６３台 年１２月 崎町２番
禁止区域 １５日 長崎町自転車保管所

ＪＲ九州工大前 平成１７ 北九州市戸畑区三六
駅周辺地区自転 ２３台 年１２月 町１３番
車放置禁止区域 ８日 三六自転車保管所

ＪＲ黒崎駅周辺 平成１７ 北九州市八幡西区築
地区自転車放置 ２５台 年１２月 地町１０番
禁止区域 １３日 築地自転車保管所

ＪＲ戸畑駅周辺 平成１７ 北九州市戸畑区三六
地区自転車放置 ２４台 年１２月 町１３番
禁止区域 ５日 三六自転車保管所

ＪＲ本城駅周辺 平成１７ 北九州市八幡西区長
地区自転車放置 １３台 年１２月 崎町２番
禁止区域 ９日 長崎町自転車保管所

北九州市告示第２６号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の

規定に基づき指定居宅支援事業者から廃止の届出があったので
、同法第２１条の２３の規定により次のとおり告示する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

居宅介護

事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

ヘルパーステーシ 北九州市小倉南区 平成１７年１
ョンささ 北方四丁目３番１ １月３０日

０号

ヘルパーセンター 北九州市戸畑区新 平成１７年１
あんしん介護戸畑 池二丁目７番１号 １月３０日

北九州市告示第２７号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の

規定に基づき指定居宅支援事業者から変更の届出があったので
、同法第２１条の２３の規定により次のとおり告示する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

居宅介護

事業所の名称 変更 事業所の所在地 変更年
前後 月日

の別

さくら介護サ 前 北九州市八幡東区祇園 平成１
ービス 四丁目８番２０号 ７年９

月２６
後 北九州市八幡東区祇園 日

一丁目９番１－３０３
号

福祉センター 前 北九州市小倉南区上吉 平成１
みつば 田一丁目７番２３号 ７年１

１月１
後 北九州市小倉南区上吉 日

田四丁目２３番１３－
２０２号

あんしん介護 前 北九州市小倉南区八重 平成１
小倉センター 洲町７番１５－１０１ ７年１

号 ２月１
日

後 北九州市小倉北区篠崎
五丁目１５番２７号

ヘルパーステ 前 北九州市八幡西区相生 平成１
ーションひの 町１３番２８－１０３ ７年１
き 号 ２月１

５日
後 北九州市八幡西区本城

東一丁目２番１０号

北九州市告示第２８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の

２０の規定に基づき指定居宅支援事業者から廃止の届出があっ
たので、同法第１７条の２３の規定により次のとおり告示する
。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

居宅介護

事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

ヘルパーステーシ 北九州市小倉南区 平成１７年１
ョンささ 北方四丁目３番１ １月３０日

０号

ヘルパーセンター 北九州市戸畑区新 平成１７年１
あんしん介護戸畑 池二丁目７番１号 １月３０日

北九州市告示第２９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の

２０の規定に基づき指定居宅支援事業者から変更の届出があっ
たので、同法第１７条の２３の規定により次のとおり告示する
。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

居宅介護

事業所の名称 変更 事業所の所在地 変更年
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前後 月日
の別

さくら介護サ 前 北九州市八幡東区祇園 平成１
ービス 四丁目８番２０号 ７年９

月２６
後 北九州市八幡東区祇園 日

一丁目９番１－３０３
号

福祉センター 前 北九州市小倉南区上吉 平成１
みつば 田一丁目７番２３号 ７年１

１月１
後 北九州市小倉南区上吉 日

田四丁目２３番１３－
２０２号

あんしん介護 前 北九州市小倉南区八重 平成１
小倉センター 洲町７番１５－１０１ ７年１

号 ２月１
日

後 北九州市小倉北区篠崎
五丁目１５番２７号

ヘルパーステ 前 北九州市八幡西区相生 平成１
ーションひの 町１３番２８－１０３ ７年１
き 号 ２月１

５日
後 北九州市八幡西区本城

東一丁目２番１０号

北九州市告示第３０号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２

０の規定に基づき指定居宅支援事業者から廃止の届出があった
ので、同法第１５条の２３の規定により次のとおり告示する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

居宅介護

事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

ヘルパーステーシ 北九州市小倉南区 平成１７年１
ョンささ 北方四丁目３番１ １月３０日

０号

ヘルパーセンター 北九州市戸畑区新 平成１７年１
あんしん介護戸畑 池二丁目７番１号 １月３０日

地域生活援助

事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

医療法人社団秀和 北九州市小倉北区 平成１７年１
会知的障害者グル 宇佐町一丁目５番 １月２０日
ープホーム虹色ホ １号
ーム１

医療法人社団秀和 北九州市小倉北区 平成１７年１
会知的障害者グル 宇佐町一丁目５番 １月２０日

ープホーム虹色ホ １号
ーム２

北九州市告示第３１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２

０の規定に基づき指定居宅支援事業者から変更の届出があった
ので、同法第１５条の２３の規定により次のとおり告示する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

居宅介護

事業所の名称 変更 事業所の所在地 変更年
前後 月日
の別

さくら介護サ 前 北九州市八幡東区祇園 平成１
ービス 四丁目８番２０号 ７年９

月２６
後 北九州市八幡東区祇園 日

一丁目９番１－３０３
号

福祉センター 前 北九州市小倉南区上吉 平成１
みつば 田一丁目７番２３号 ７年１

１月１
後 北九州市小倉南区上吉 日

田四丁目２３番１３－
２０２号

あんしん介護 前 北九州市小倉南区八重 平成１
小倉センター 洲町７番１５－１０１ ７年１

号 ２月１
日

後 北九州市小倉北区篠崎
五丁目１５番２７号

ヘルパーステ 前 北九州市八幡西区相生 平成１
ーションひの 町１３番２８－１０３ ７年１
き 号 ２月１

５日
後 北九州市八幡西区本城

東一丁目２番１０号

北九州市告示第３２号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第

１項及び北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号
）第４０条第１項の規定により、北九州市立自然史・歴史博物
館の陳列品の観覧料の収納事務を次のとおり委託した。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

受 託 者
委託期間

名 称 住 所

九州旅客鉄 福岡県福岡市博 平成１７年１２月１
道株式会社 多区博多駅前三 日から平成１８年３

丁目２５－２１ 月３１日まで
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公 告

北九州市公告第４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第

１項の規定により大規模小売店舗の変更事項の届出があったの
で、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ
り、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する
。
なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は
意見書を北九州市長に提出することができる。

平成１８年１月１１日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地
戸畑サティ
北九州市戸畑区汐井町２番２号

２ 大規模小売店舗を設置する者
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
代表取締役 上原治也
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

３ 変更した事項
大規模小売店舗を設置する者に関する事項
大規模小売店舗を設置する者

(1) 変更前
株式会社日立金属エステート
代表取締役 加藤義之
東京都中央区京橋三丁目１４番６号

(2) 変更後
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
代表取締役 上原治也
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

４ 上記に変更した年月日 平成１７年１１月３０日
５ 変更する理由

建物設置者の変更のため
６ 届出年月日

平成１７年１２月２８日
７ 縦覧場所
(1) 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市産業学術振興局地域産業部商業振興課
(2) 北九州市戸畑区新池一丁目１番１号

北九州市戸畑区役所まちづくり推進課
８ 縦覧期間

平成１８年１月１２日から同年５月１２日まで（日曜日、
土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前８時３０分から
午後５時まで

９ 意見書の提出要領
次に掲げる事項を記載した文書を平成１８年５月１２日ま

でに北九州市産業学術振興局地域産業部商業振興課に到着す
るように提出すること。
(1) 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名
(2) 住所又は所在地
(3) 連絡先電話番号
(4) 大規模小売店舗の名称及び所在地
(5) 意見

北九州市公告第１５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項に

おいて準用する同法第１９条第１項の規定により北九州都市計
画を変更するので、同法第２１条第２項において準用する同法
第１７条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画
の案を公衆の縦覧に供する。
なお、当該都市計画の案について意見のある住民及び利害関

係人は、縦覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出す
ることができる。

平成１８年１月１６日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 都市計画の種類
下水道

２ 都市計画を変更する土地の区域
変更する部分 皇后崎処理区の一部

３ 都市計画の案の縦覧場所
北九州市小倉北区城内１番１号
北九州市建設局下水道河川部下水道河川計画課

４ 縦覧期間
平成１８年１月１６日から同月３０日まで（日曜日、土曜

日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号
）に規定する休日を除く毎日午前８時３０分から午後５時ま
で）

５ 意見書の提出要領
当該都市計画の案についての意見をできるだけ具体的に記

載した文書を、平成１８年１月３０日までに上記縦覧場所に
到着するように提出すること。

北九州市公告第１６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第

１項の規定により大規模小売店舗の変更事項の届出があったの
で、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ
り、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する
。
なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は
意見書を北九州市長に提出することができる。

平成１８年１月１６日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地
八幡ショッピングバザール
北九州市八幡東中央二丁目１５番１号

２ 大規模小売店舗を設置する者
丸物不動産株式会社
代表取締役 藪内鎮雄
京都市下京区七条通烏丸東真苧町２２０番地８

３ 変更した事項
(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者に関する事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
ア 変更前

株式会社ダイエー
代表取締役 髙木邦夫

イ 変更後
株式会社ダイエー
代表取締役 蓮見敏男

上記に変更した年月日 平成１６年１０月２２日
(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者に関する事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
ア 変更前

株式会社ダイエー
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代表取締役 蓮見敏男
イ 変更後

株式会社ダイエー
代表取締役 高橋義昭

上記に変更した年月日 平成１７年３月３０日
(3) 大規模小売店舗において小売業を行う者に関する事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
ア 変更前

株式会社ダイエー
代表取締役 高橋義昭

イ 変更後
株式会社ダイエー
代表取締役 樋口泰行

上記に変更した年月日 平成１７年５月２６日
４ 変更した理由

代表者交代のため
５ 届出年月日

平成１８年１月６日
６ 縦覧場所
(1) 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市産業学術振興局地域産業部商業振興課
(2) 北九州市八幡東区中央一丁目１番１号

北九州市八幡東区役所まちづくり推進課
７ 縦覧期間

平成１８年１月１７日から同年５月１７日まで（日曜日、
土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前８時３０分から
午後５時まで

８ 意見書の提出要領
次に掲げる事項を記載した文書を平成１８年５月１７日ま

でに北九州市産業学術振興局地域産業部商業振興課に到着す
るように提出すること。
(1) 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名
(2) 住所又は所在地
(3) 連絡先電話番号
(4) 大規模小売店舗の名称及び所在地
(5) 意見

北九州市公告第１７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第

１項の規定により大規模小売店舗の変更事項の届出があったの
で、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ
り、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する
。
なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は
意見書を北九州市長に提出することができる。

平成１８年１月１６日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地
三萩野ショッピングバザール
北九州市小倉北区昭和町１４番２０号

２ 大規模小売店舗を設置する者
サンミック商事株式会社
代表取締役社長 山本登志男
東京都千代田区内神田二丁目２番１号

３ 変更した事項
(1) 大規模小売店舗を設置する者に関する事項

大規模小売店舗を設置する者の商号及び代表者の氏名
ア 変更前

サンミック千代田株式会社
取締役社長 横山 明

イ 変更後
サンミック商事株式会社
代表取締役社長 山本登志男

上記に変更した年月日 平成１７年６月２３日
(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者に関する事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
ア 変更前

株式会社ダイエー
代表取締役 髙木邦夫

イ 変更後
株式会社ダイエー
代表取締役 蓮見敏男

上記に変更した年月日 平成１６年１０月２２日
(3) 大規模小売店舗において小売業を行う者に関する事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
ア 変更前

株式会社ダイエー
代表取締役 蓮見敏男

イ 変更後
株式会社ダイエー
代表取締役 高橋義昭

上記に変更した年月日 平成１７年３月３０日
(4) 大規模小売店舗において小売業を行う者に関する事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
ア 変更前

株式会社ダイエー
代表取締役 高橋義昭

イ 変更後
株式会社ダイエー
代表取締役 樋口泰行

上記に変更した年月日 平成１７年５月２６日
４ 変更した理由

社名変更と代表者交代のため
５ 届出年月日

平成１８年１月１３日
６ 縦覧場所
(1) 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市産業学術振興局地域産業部商業振興課
(2) 北九州市小倉北区大手町１番１号

北九州市小倉北区役所まちづくり推進課
７ 縦覧期間

平成１８年１月１７日から同年５月１７日まで（日曜日、
土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前８時３０分から
午後５時まで

８ 意見書の提出要領
次に掲げる事項を記載した文書を平成１８年５月１７日ま

でに北九州市産業学術振興局地域産業部商業振興課に到着す
るように提出すること。
(1) 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名
(2) 住所又は所在地
(3) 連絡先電話番号
(4) 大規模小売店舗の名称及び所在地
(5) 意見

北九州市公告第１８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第

１項の規定により大規模小売店舗の変更事項の届出があったの



62

北 九 州 市 公 報 第１４３０号 平成１８年 ２月 １日

で、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ
り、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する
。
なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は
意見書を北九州市長に提出することができる。

平成１８年１月１６日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地
リバーウォーク北九州
北九州市小倉北区室町一丁目１番１号

２ 大規模小売店舗を設置する者
(1) 北九州紫川開発株式会社

代表取締役社長 井上哲哉
北九州市小倉北区室町一丁目１番１号

(2) 株式会社ダイエー
代表取締役 樋口泰行
北九州市小倉北区室町一丁目１番１号

(3) 福岡地所株式会社
代表取締役社長 八木聖二
福岡市市博多区住吉一丁目２番２５号

３ 変更した事項
(1) 大規模小売店舗を設置する者に関する事項

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
ア 変更前

北九州紫川開発株式会社
代表取締役社長 森崎禎二

イ 変更後
北九州紫川開発株式会社
代表取締役社長 井上哲哉

上記に変更した年月日 平成１５年１１月２９日
(2) 大規模小売店舗を設置する者に関する事項

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
ア 変更前

福岡地所株式会社
代表取締役社長 榎本一彦

イ 変更後
福岡地所株式会社
代表取締役社長 八木聖二

上記に変更した年月日 平成１７年１０月１日
(3) 大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗におい
て小売業を行う者に関する事項
大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗におい

て小売業を行う者の代表者の氏名
ア 変更前

株式会社ダイエー
代表取締役 髙木邦夫

イ 変更後
株式会社ダイエー
代表取締役 蓮見敏男

上記に変更した年月日 平成１６年１０月２２日
(4) 大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗におい
て小売業を行う者に関する事項
大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗におい

て小売業を行う者の代表者の氏名
ア 変更前

株式会社ダイエー
代表取締役 蓮見敏男

イ 変更後
株式会社ダイエー

代表取締役 高橋義昭
上記に変更した年月日 平成１７年３月３０日

(5) 大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗におい
て小売業を行う者に関する事項
大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗におい

て小売業を行う者の代表者の氏名
ア 変更前

株式会社ダイエー
代表取締役 高橋義昭

イ 変更後
株式会社ダイエー
代表取締役 樋口泰行

上記に変更した年月日 平成１７年５月２６日
４ 変更した理由

社名変更と代表者交代のため
５ 届出年月日

平成１８年１月１３日
６ 縦覧場所
(1) 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市産業学術振興局地域産業部商業振興課
(2) 北九州市小倉北区大手町１番１号

北九州市小倉北区役所まちづくり推進課
７ 縦覧期間

平成１８年１月１７日から同年５月１７日まで（日曜日、
土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前８時３０分から
午後５時まで

８ 意見書の提出要領
次に掲げる事項を記載した文書を平成１８年５月１７日ま

でに北九州市産業学術振興局地域産業部商業振興課に到着す
るように提出すること。
(1) 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名
(2) 住所又は所在地
(3) 連絡先電話番号
(4) 大規模小売店舗の名称及び所在地
(5) 意見

北九州市公告第１９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の

規定により、次の開発行為に関する工事が完了したことを公告
する。

平成１８年１月１７日
北九州市長 末 吉 興 一

開発区域に含まれる地 開 発 行 為 者
域の名称

北九州市小倉南区重住二丁 北九州市小倉北区片野四丁目
目１１３６番１から１１３ ３番１８号
６番４２まで及び無番のう 有限会社 住販
ち 代表取締役 縄田 誠

北九州市公告第２０号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８

条第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので、同法
第１９条の規定により、次のとおり公告する。

平成１８年１月１７日
北九州市長 末 吉 興 一

（１ 各筆明細及び２ 共通事項は、掲載省略）
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北九州市公告第２１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第８条第

２項の規定による意見書の提出があったので、同条第３項の規
定により、次のとおり公告し、当該意見の概要について縦覧に
供する。

平成１８年１月１８日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地
（仮称）マックスバリュ小倉愛宕店
北九州市小倉北区愛宕一丁目２３０２番３ 外１７筆

２ 意見者の団体名、代表者氏名及び事務所所在地
(1) 団体名 日明ショッピングセンター

日明商店街協同組合
(2) 代表者（理事長）氏名 平原昌章
(3) 事務所所在地 北九州市小倉北区日明二丁目４番１号

３ 提出された意見の概要
(1) （仮称）マックスバリュ小倉愛宕店の出店による悪影響
は我々にとって例えようもないほど大きな痛手となる。

(2) （仮称）マックスバリュ小倉愛宕店の出店予定地はガス
タンクが近接しており、危険であると考える。市議会のテ
レビ放送において、都市のドーナツ化減少を防ぐためであ
る、との目的に基づくものであるように聞いているが、そ
のような人が集まる場所に大規模小売店舗の出店を許可す
るという市の方針は無謀なものである、と考える。

(3) （仮称）マックスバリュ小倉愛宕店が出店することによ
り、現在の日明ショッピングセンターを構成する２０店舗
の経営者やその家族が廃業に追い込まれ、路頭に迷うこと
になると予想される。現在の場所に移転する以前の日明市
場以来から長年にわたって市民の食を支えてきた老舗を見
捨てないで欲しい、と要望する。

(4) 大規模小売店舗が出店することで、既存の商店との競合
が発生するが、私たちのような零細業者は大手資本に太刀
打ちできない。

(5) 大規模小売店舗立地法では新規の大規模小売店舗が出店
する際に、大規模小売店舗の設置者により、騒音・交通渋
滞等の問題について、適切な対応がなされる限りは、出店
の許可を出すこととなっている、とのことであるが、既に
着工している、（仮称）マックスバリュ小倉愛宕店の出店
は、我々にとって、存亡の危機に係わる大問題である。
議会の審議において、政策の一端に、商店街の支援をす

る、との話があったので、その点を期待しているところで
ある。

４ 縦覧場所
(1) 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市産業学術振興局地域産業部商業振興課
(2) 北九州市小倉北区大手町１番１号

北九州市小倉北区役所まちづくり推進課
５ 縦覧期間

平成１８年１月１９日から同年２月２０日まで（日曜日、
土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前８時３０分から
午後５時まで

北九州市公告第２２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）附則第５

条第１項の規定により大規模小売店舗の変更事項の届出があっ
たので、同条第４項の規定により同法第６条第２項の規定によ
る届出とみなし、同条第３項において準用する同法第５条第３
項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を

縦覧に供する。
なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は
意見書を北九州市長に提出することができる。

平成１８年１月１９日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地
ハローデイ霧ヶ丘店
北九州市小倉北区霧ケ丘三丁目５番１２号

２ 大規模小売店舗の設置者
株式会社ハローデイ
代表取締役 加治久典
北九州市小倉南区徳力三丁目１０番１号

３ 変更しようとする事項
大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1) 小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
ア 変更前 午前１０時から午後１０時まで
イ 変更後 午前９時から午前０時まで

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯
ア 変更前 午前９時３０分から午後１０時３０分まで
イ 変更後 午前８時３０分から午前０時３０分まで

４ 変更する年月日
平成１８年１月１８日

５ 上記３の変更に係るもの以外の事項
(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所
並びに法人にあっては代表者の氏名
株式会社ハローデイ
北九州市小倉南区徳力三丁目１０番１号
代表取締役 加治久典

(2) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
１，１１５平方メートル

(3) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の収容台数

８４台
イ 駐輪場の収容台数

２２台
ウ 荷さばき施設の面積

１８１平方メートル
エ 廃棄物の保管施設の容量

２８．２立方メートル
(4) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア 駐車場の自動車の出入口の数

入口１箇所、出口１箇所
イ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時
間帯
午前６時から午後１０時まで

６ 届出年月日
平成１８年１月１７日

７ 縦覧場所
(1) 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市産業学術振興局地域産業部商業振興課
(2) 北九州市小倉北区大手町１番１号

北九州市小倉北区役所まちづくり推進課
８ 縦覧期間

平成１８年１月２０日から同年５月２２日まで（日曜日、
土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前８時３０分から午後
５時まで
９ 意見書の提出要領

次に掲げる事項を記載した文書を平成１８年５月２２日ま
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でに北九州市産業学術振興局地域産業部商業振興課に到着す
るように提出すること。
(1) 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名
(2) 住所又は所在地
(3) 連絡先電話番号
(4) 大規模小売店舗の名称及び所在地
(5) 意見

北九州市公告第２３号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８

条第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので、同法
第１９条の規定により、次のとおり公告する。

平成１８年１月２０日
北九州市長 末 吉 興 一

（１ 各筆明細及び２ 共通事項は、掲載省略）

北九州市公告第２４号
次の物件は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条

及び第４３条の規定に違反しているので、当該物件の所有者は
、平成１８年２月３日までに除却してください。
なお、上記の期日までに除却されない場合は、北九州市にお

いて除却します。
平成１８年１月２０日

北九州市長 末 吉 興 一

構造 所在地

用途 グレーチング蓋 北九州市小倉北区片野新
物件の色 灰色 町一丁目４番１２号付近
物件の寸法 縦９９５ミリ 市道片野新町９号線側溝
メートル、横３６０ミリメ 上
ートル、高さ２５ミリメー
トル
物件の数量 １３枚

北九州市公告第２７号
北九州市公債の定時償還について、次のとおり抽選を行う。
平成１８年２月１日

北九州市長 末 吉 興 一
１ 償還銘柄等

償還銘柄 償還期日 償還金額

平成８年度第３回 平成１８年３月２９日 5億3,095万円

平成９年度第２回 平成１８年３月２６日 11億3,835万円

２ 抽選日時
平成１８年２月１５日 午前１０時

３ 抽選場所
福岡市中央区天神二丁目１３番１号
株式会社福岡銀行市場営業部

４ 抽選方法
全数抽選

北九州市公告第２８号
一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４
条に規定する特定調達契約を締結するので、北九州市物品等又

は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市
規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市
契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則
」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 調達内容
(1) 特定役務の名称及び数量 若松モ－タ－ボ－ト競走場清
掃業務委託 一式

(2) 履行の内容等 仕様書で定めるとおり
(3) 履行期間 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１
日まで

(4) 履行場所 北九州市若松区赤岩町１３番１号
若松モーターボート競走場

(5) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入
札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当す
る金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある
ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもっ
て落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額
の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ
と。

２ 競争入札参加資格
次の各号のいずれにも該当するものであること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７
条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審
査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６
条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」とい
う。）に記載されていること。

(3) この公告の日前５年間に、１契約における清掃面積が１
万平方メートル以上である建物清掃業務の実績があること
。

(4) 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
３ 競争入札参加資格申請書の提出期限

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格
業者名簿に記載されていないものは、平成１８年２月１７日
までに競争入札参加資格申請書を北九州市契約室管理課に提
出しなければならない。

４ 入札書の提出場所等
(1) 契約条項を示す場所及び日時
ア 場所 北九州市若松区赤岩町１３番１号

北九州市経済文化局事業部競艇事務所
イ 日時 この公告の日から平成１８年３月１７日まで（
日曜日、土曜日、平成１８年２月１０日及び国民の祝日
に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する
休日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま
で及び午後１時から午後４時３０分まで

(2) 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所におい
て無償で交付する。

(3) 入札説明会の場所及び日時
ア 場所 北九州市若松区赤岩町１３番１号

北九州市経済文化局事業部競艇事務所
２階事務所横会議室

イ 日時 平成１８年３月１４日午後２時
(4) 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札
に参加を希望する者は、平成１８年２月１７日までに競争
参加の申出書を北九州市経済文化局事業部競艇事務所に提
出しなければならない。

(5) 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に
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書留郵便により、平成１８年３月１６日午後５時までに必
着のこと。

(6) 入札及び開札の場所及び日時
ア 場所 第３号アの場所と同じ。
イ 日時 平成１８年３月１７日午後２時

５ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、
契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は
、免除する。

イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、
契約規則第２５条第６項第１号又は第３号のいずれかに
該当する場合は、免除する。

(3) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入
札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

(4) 落札者の決定方法
ア 契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定
価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った
者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札
価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し
た履行がされないおそれがあると認められるとき、又は
その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す
こととなるおそれがあって著しく不適合であると認めら
れるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入
札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落
札者とすることができる。

イ 北九州市業務委託低入札価格調査試行実施要領（平成
１５年６月１日施行）３の規定により定められた調査基
準価格を下回った入札が行われた場合は、当該価格によ
っては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあ
ると認められるか否かについて調査を行うため、落札者
の決定を保留し入札を終了する。
なお、落札者の決定後は、入札者全員にその旨電話又

は書面により通知する。
ウ 前記イに該当する入札を行った者は、調査に協力しな
ければならない。

(5) 契約書作成の要否 要
(6) この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。

(7) この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名
称及び所在地等
北九州市経済文化局事業部競艇事務所
〒８０８－００７５ 北九州市若松区赤岩町１３番１号
電話 ０９３－７９１－３４００

６ Summary
(1) Nature of service to be procured

Cleaning service at Wakamatsu Boat Racing Grounds
(2) Deadline of Tender (by hand)

2:00 p.m., March 17,2006
(3) Deadline of Tender (by mail)

5:00p.m.,March 16, 2006
(4) For further information,Please contact: Boat

Racing Office,Bicycle and Boat Racing Department,

Economic and Cultural Affairs Bureau,City of
Kitakyushu

北九州市公告第２９号
一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４
条に規定する特定調達契約を締結するので、北九州市物品等又
は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市
規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市
契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則
」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 調達内容
(1) 特定役務の名称及び数量

北九州市小倉北区役所庁舎清掃業務 一式
(2) 履行の内容等 仕様書で定めるとおり
(3) 履行期間 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１
日まで

(4) 履行場所 北九州市小倉北区大手町１番１号
北九州市小倉北区役所庁舎

(5) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入
札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当す
る金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある
ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもっ
て落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額
の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ
と。

２ 競争入札参加資格
次の各号のいずれにも該当する者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７
条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審
査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６
条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」とい
う。）に記載されていること。

(3) この公告の日前５年間に、１契約における延床面積が１
万１，０００平方メートル以上である建物清掃業務の実績
があること。

(4) 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
３ 競争入札参加資格申請書の提出期限

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格
業者名簿に記載されていないものは、平成１８年２月２１日
までに競争入札参加資格申請書を北九州市契約室管理課に提
出しなければならない。

４ 入札書の提出場所等
(1) 契約条項を示す場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

北九州市小倉北区役所総務課
イ 日時 公告の日から平成１８年３月１６日まで（日曜
日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法
律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９
時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時
３０分まで

(2) 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所におい
て無償で交付する。

(3) 入札説明会の場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

北九州市小倉北区役所庁舎３階３１１会議室
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イ 日時 平成１８年３月１０日午前１０時
(4) 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札
に参加を希望する者は、平成１８年２月２１日までに競争
参加の申出書を北九州市小倉北区役所総務課に提出しなけ
ればならない。

(5) 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に
書留郵便により、平成１８年３月１６日午後５時までに必
着のこと。

(6) 入札及び開札の場所及び日時
ア 場所 第３号アの場所と同じ。
イ 日時 平成１８年３月１７日午前１０時

５ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、
契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は
、免除する。

イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、
契約規則第２５条第６項第１号又は第３号のいずれかに
該当する場合は、免除する。

(3) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入
札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

(4) 落札者の決定方法
ア 契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定
価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った
者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札
価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し
た履行がされないおそれがあると認められるとき、又は
その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す
こととなるおそれがあって著しく不適当であると認めら
れるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入
札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落
札者とすることができる。

イ 北九州市業務委託低入札価格調査試行実施要領（平成
１５年６月１日施行）３の規定により定められた調査基
準価格を下回った入札が行われた場合は、当該価格によ
っては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあ
ると認められるか否かについて調査を行うため、落札者
の決定を保留し入札を終了する。
なお、落札者の決定後は、入札者全員にその旨電話又

は書面により通知する。
ウ 前記イに該当する入札を行った者は、調査に協力しな
ければならない。

(5) 契約書作成の要否 要
(6) この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。

(7) この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名
称及び所在地等
北九州市小倉北区役所総務課
〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号
電話 ０９３－５８２－３３０１

６ Summary
(1) Nature of service to be procured

Cleaning service at Kokurakita Ward Office

Building
(2) Deadline of Tender (by hand)

10:00a.m. March 17, 2006
(3) Deadline of Tender (by mail)

5:00p.m. March 16, 2006
(4) For further information,please contact:

Kokurakita Ward Office, General Affairs Section,
City of Kitakyushu

北九州市公告第３０号
一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４
条に規定する特定調達契約を締結するので、北九州市物品等又
は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市
規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市
契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則
」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 調達内容
(1) 購入品目及び予定数量

次亜塩素酸ソーダ ２８７万１，０００キログラム
(2) 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり
(3) 履行期間 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１
日まで

(4) 納入場所 市長が指定する場所
(5) 入札方法 １キログラム当たりの価格により行う。落札
決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の
１００分の５に相当する金額を加算した金額をもって落札
金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０
５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札参加資格
次の各号のいずれにも該当する者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７
条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審
査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６
条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」とい
う。）に記載されていること。

(3) 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
３ 競争入札参加資格審査申請書の提出期限

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格
業者名簿に記載されていないものは、平成１８年２月２２日
までに競争入札参加資格審査申請書を北九州市契約室管理課
に提出しなければならない。

４ 入札書の提出場所等
(1) 契約条項を示す場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市契約室契約課
イ 日時 公告の日から平成１８年３月１５日まで（日曜
日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法
律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９
時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時
３０分まで

(2) 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所におい
て無償で交付する。

(3) 入札説明会の場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室



67

北 九 州 市 公 報 第１４３０号 平成１８年 ２月 １日

イ 日時 平成１８年２月２７日午前１０時
(4) 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札
に参加を希望する者は、平成１８年２月２２日までに競争
参加の申出書を北九州市契約室契約課に提出しなければな
らない。

(5) 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に
書留郵便により、平成１８年３月１４日午後５時までに必
着のこと。

(6) 入札及び開札の場所及び日時
ア 場所 第３号アの場所と同じ。
イ 日時 平成１８年３月１５日午前１０時

５ 契約の締結
この契約の締結については、落札の決定があっても、この

契約に係る予算が成立しない場合は、行わない。この場合に
おいて、市は、この契約を締結しないことによる補償は、行
わない。

６ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１
００分の５以上。ただし、契約規則第５条第７項各号の
いずれかに該当する場合は、免除する。

イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１
００分の５以上。ただし、契約規則第２５条第６項第１
号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。

(3) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入
札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
ウ 契約規則第１２条各号いずれかに該当する入札

(4) 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定によ
り定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とする。

(5) 契約書作成の要否 要
(6) この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。

(7) この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名
称及び所在地等
北九州市契約室契約課
〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号
電話 ０９３－５８２－２０１７

７ Summary
(1) Product and Quantity

Purchase of Sodium Hypochlorite
Forecasted Quantity:2,871,000㎏

(2) Deadline of Tender(by hand)
10:00a.m.,March 15,2006

(3) Deadline of Tender(by mail)
5:00p.m.,March 14,2006

(4) For further information,please contact:Contracts
Section,Contracts Office,City of Kitakyushu

北九州市公告第３１号
一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４
条に規定する特定調達契約を締結するので、北九州市物品等又
は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市

規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市
契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則
」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 調達内容
(1) 購入品目及び予定数量

高反応消石灰 ２７０万キログラム
(2) 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり
(3) 履行期間 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１
日まで

(4) 納入場所 市長が指定する場所
(5) 入札方法 １キログラム当たりの価格により行う。落札
決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の
１００分の５に相当する金額を加算した金額をもって落札
金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０
５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札参加資格
次の各号のいずれにも該当する者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７
条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審
査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６
条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」とい
う。）に記載されていること。

(3) 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
３ 競争入札参加資格審査申請書の提出期限

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格
業者名簿に記載されていないものは、平成１８年２月２２日
までに競争入札参加資格審査申請書を北九州市契約室管理課
に提出しなければならない。

４ 入札書の提出場所等
(1) 契約条項を示す場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市契約室契約課
イ 日時 公告の日から平成１８年３月１５日まで（日曜
日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法
律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９
時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時
３０分まで

(2) 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所におい
て無償で交付する。

(3) 入札説明会の場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室
イ 日時 平成１８年２月２７日午前１０時１５分

(4) 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札
に参加を希望する者は、平成１８年２月２２日までに競争
参加の申出書を北九州市契約室契約課に提出しなければな
らない。

(5) 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に
書留郵便により、平成１８年３月１４日午後５時までに必
着のこと。

(6) 入札及び開札の場所及び日時
ア 場所 第３号アの場所と同じ。
イ 日時 平成１８年３月１５日午前１０時１０分

５ 契約の締結
この契約の締結については、落札の決定があっても、この

契約に係る予算が成立しない場合は、行わない。この場合に
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おいて、市は、この契約を締結しないことによる補償は、行
わない。

６ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１
００分の５以上。ただし、契約規則第５条第７項各号の
いずれかに該当する場合は、免除する。

イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１
００分の５以上。ただし、契約規則第２５条第６項第１
号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。

(3) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入
札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
ウ 契約規則第１２条各号いずれかに該当する入札

(4) 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定によ
り定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とする。

(5) 契約書作成の要否 要
(6) この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。

(7) この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名
称及び所在地等
北九州市契約室契約課
〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号
電話 ０９３－５８２－２０１７

７ Summary
(1) Product and Quantity

Purchase of Hydrated Lime with high specific
surface area and hith pore volume
Forecasted Quantity:2,700,000㎏

(2) Deadline of Tender(by hand)
10:10a.m.,March 15,2006

(3) Deadline of Tender(by mail)
5:00p.m.,March 14,2006

(4) For further information,please contact:Contracts
Section,Contracts Office,City of Kitakyushu

北九州市公告第３２号
一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４
条に規定する特定調達契約を締結するので、北九州市物品等又
は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市
規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市
契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則
」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 調達内容
(1) 購入品目及び予定数量

ＢＳＥスクリーニング検査キット ２６４セット
(2) 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり
(3) 履行期間 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１
日まで

(4) 納入場所 市長が指定する場所
(5) 入札方法 １セット当たりの価格により行う。落札決定

に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０
０分の５に相当する金額を加算した金額をもって落札金額
とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０５分
の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札参加資格
次の各号のいずれにも該当する者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７
条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審
査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６
条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」とい
う。）に記載されていること。

(3) 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
３ 競争入札参加資格審査申請書の提出期限

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格
業者名簿に記載されていないものは、平成１８年２月２１日
までに競争入札参加資格審査申請書を北九州市契約室管理課
に提出しなければならない。

４ 入札書の提出場所等
(1) 契約条項を示す場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市契約室契約課
イ 日時 公告の日から平成１８年３月１５日まで（日曜
日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法
律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９
時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時
３０分まで

(2) 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所におい
て無償で交付する。

(3) 入札説明会の場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室
イ 日時 平成１８年２月２４日午後２時

(4) 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札
に参加を希望する者は、平成１８年２月２１日までに競争
参加の申出書を北九州市契約室契約課に提出しなければな
らない。

(5) 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に
書留郵便により、平成１８年３月１４日午後５時までに必
着のこと。

(6) 入札及び開札の場所及び日時
ア 場所 第３号アの場所と同じ。
イ 日時 平成１８年３月１５日午後２時

５ 契約の締結
この契約の締結については、落札の決定があっても、この

契約に係る予算が成立しない場合は、行わない。この場合に
おいて、市は、この契約を締結しないことによる補償は、行
わない。

６ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１
００分の５以上。ただし、契約規則第５条第７項各号の
いずれかに該当する場合は、免除する。

イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１
００分の５以上。ただし、契約規則第２５条第６項第１
号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。
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(3) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入
札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

(4) 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定によ
り定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とする。

(5) 契約書作成の要否 要
(6) この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。

(7) この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名
称及び所在地等
北九州市契約室契約課
〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号
電話 ０９３－５８２－２０１７

７ Summary
(1) Product and Quantity

Purchase of BSE screening kit
Forecasted Quantity:264units

(2) Deadline of Tender(by hand)
2:00p.m.,March 15,2006

(3) Deadline of Tender(by mail)
5:00p.m.,March 14,2006

(4) For further information,please contact:Contracts
Section,Contracts Office,City of Kitakyushu

北九州市公告第３３号
一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４
条に規定する特定調達契約を締結するので、北九州市物品等又
は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市
規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市
契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則
」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 調達内容
(1) 購入品目及び予定数量

市政だより「きたきゅうしゅう」 ８６５万１，１０５
部

(2) 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり
(3) 履行期限 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１
日まで

(4) 納入場所 市長が指示する場所
(5) 入札方法 １部当たりの価格により行う。落札決定に当
たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分
の５に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とす
るので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税
事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０５分の１
００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札参加資格
次の各号のいずれにも該当する者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７
条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審
査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６
条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」とい
う。）に記載されていること。

(3) 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
３ 競争入札参加資格審査申請書の提出期限

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格
業者名簿に記載されていないものは、平成１８年２月２１日
までに競争入札参加資格審査申請書を北九州市契約室管理課
に提出しなければならない。

４ 入札書の提出場所等
(1) 契約条項を示す場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市契約室契約課
イ 日時 公告の日から平成１８年３月２０日まで（日曜
日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法
律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９
時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時
３０分まで

(2) 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所におい
て無償で交付する。

(3) 入札説明会の場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室
イ 日時 平成１８年３月８日午前１０時

(4) 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札
に参加を希望する者は、平成１８年２月２１日までに競争
参加の申出書を北九州市契約室契約課に提出しなければな
らない。

(5) 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に
書留郵便により、平成１８年３月１７日午後５時までに必
着のこと。

(6) 入札及び開札の場所及び日時
ア 場所 第３号アの場所と同じ。
イ 日時 平成１８年３月２０日午前１０時

５ 契約の締結
この契約の締結について、落札の決定があっても、この契

約に係る予算が成立しない場合は、行わない。この場合にお
いて、市は、この契約を締結しないことによる補償は、行わ
ない。

６ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１
００の５以上。ただし、契約規則第５条第７項各号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１
００分の５以上。ただし、契約規則第２５条第６項第１
号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。

(3) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入
札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

(4) 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定によ
り定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とする。

(5) 契約書作成の要否 要
(6) この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。

(7) この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名
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称及び所在地等
北九州市契約室契約課
〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号
電話 ０９３－５８２－２０１７

７ Summary
(1) Product and Quantity

Printing of Kitakyu Public Relation Magazine
Forecasted Quantity:8,651,105issues

(2) Deadline of Tender(by hand)
10:00a.m.,March 20,2006

(3) Deadline of Tender(by mail)
5:00p.m.,March 17,2006

(4) For further information,please contact:Contracts
Section,Contracts Office, City of Kitakyushu

北九州市公告第３４号
一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４
条に規定する特定調達契約を締結するので、北九州市物品等又
は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市
規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市
契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則
」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 調達内容
(1) 購入品目及び予定数量

競艇出走表 ２１９万２，６２０枚
(2) 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり
(3) 履行期限 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１
日まで

(4) 納入場所 市長が指示する場所
(5) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入
札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当す
る金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札
者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった金額の１０５分の１００に相当す
る金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札参加資格
次の各号のいずれにも該当する者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７
条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審
査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６
条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」とい
う。）に記載されていること。

(3) 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
３ 競争入札参加資格審査申請書の提出期限

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格
業者名簿に記載されていないものは、平成１８年２月２１日
までに競争入札参加資格審査申請書を北九州市契約室管理課
に提出しなければならない。

４ 入札書の提出場所等
(1) 契約条項を示す場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市契約室契約課
イ 日時 公告の日から平成１８年３月２０日まで（日曜
日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法
律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９
時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで
(2) 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所におい
て無償で交付する。

(3) 入札説明会の場所及び日時
ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室
イ 日時 平成１８年３月８日午前１０時２０分

(4) 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札
に参加を希望する者は、平成１８年２月２１日までに競争
参加の申出書を北九州市契約室契約課に提出しなければな
らない。

(5) 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に
書留郵便により、平成１８年３月１７日午後５時までに必
着のこと。

(6) 入札及び開札の場所及び日時
ア 場所 第３号アの場所と同じ。
イ 日時 平成１８年３月２０日午前１０時１５分

５ 契約の締結
この契約の締結について、落札の決定があっても、この契

約に係る予算が成立しない場合は、行わない。この場合にお
いて、市は、この契約を締結しないことによる補償は、行わ
ない。

６ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、
契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は
、免除する。

イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、
契約規則第２５条第６項第１号又は第３号のいずれかに
該当する場合は、免除する。

(3) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入
札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

(4) 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定によ
り定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とする。

(5) 契約書作成の要否 要
(6) この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。

(7) この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名
称及び所在地等
北九州市契約室契約課
〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号
電話 ０９３－５８２－２０１７

７ Summary
(1) Product and Quantity

Printing of wakamatsu Motorboat Racinng Schedule
Paper
Forecasted Quantity:2,192,620 sets

(2) Deadline of Tender(by hand)
10:15a.m.,March 20,2006

(3) Deadline of Tender(by mail)
5:00p.m.,March 17,2006

(4) For further information,please contact:Contracts
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Section,Contracts Office, City of Kitakyushu

北九州市公告第３５号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達
契約を締結したので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続
の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２
条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成１８年２月１日
北九州市長 末 吉 興 一

１ 物品等の名称及び数量
ごみ収集用ポリ袋 １，４９０万枚

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称
及び所在地
北九州市契約室契約課
北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日
平成１７年１２月２７日

４ 落札者の名称及び住所
原田株式会社
山口県防府市大字新田５８７番地

５ 契約金額
７，０７６万３，１７５円

６ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日
平成１７年１２月１日

８ 落札方法
最低価格による。

交 通 局

北九州市交通局公告第１号
一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４
条に規定する特定調達契約を締結するので、北九州市交通局物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成７年北
九州市交通局管理規程第５号）第２条の規定において準用する
北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（
平成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読
み替える北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により次の
とおり公告する。

平成１８年２月１日
北九州市交通局長 木 下 伸 生

１ 調達内容
(1) 購入品目及び予定数量

軽油 ６２万リットル
(2) 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり
(3) 履行期間 平成１８年４月１日から平成１８年６月３０
日まで

(4) 納入場所 北九州市交通局若松営業所及び向田営業所
(5) 今後購入が予定される数量及び入札公告予定時期

予定数量７０万リットル 平成１８年５月頃
(6) 入札方法 単位当たりの価格により行う。価格は軽油引
取税を含むものとし、入札者は、消費税に係る課税事業者
であるか免税事業者であるかを問わず、消費税相当額（見
積もった金額から軽油引取税を除いた金額の１００分の５

）を含まない単位当たりの金額を入札書に記載すること。
２ 競争入札参加資格

次の各号のいずれにも該当する者であること。
(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７
条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格
及び審査等に関する規程（平成７年北九州市交通局管理規
程第１号）第２条の規定において準用する北九州市物品等
供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則
（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格
業者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載され
ていること。

(3) 北九州市交通局から指名停止を受けている期間中でない
こと。

３ 競争入札参加資格申請書の提出期限
この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格

業者名簿に記載されていないものは、平成１８年３月１日ま
でに競争入札参加資格申請書を北九州市契約室管理課に提出
しなければならない。

４ 入札書の提出場所等
(1) 契約条項を示す場所及び日時
ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号

北九州市交通局総務課
イ 日時 公告の日から平成１８年３月１７日まで（日曜
日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法
律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９
時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時
３０分まで

(2) 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所におい
て無償で交付する。

(3) 入札説明会の場所及び日時
ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号

北九州市交通局４２会議室
イ 日時 平成１８年３月１０日午前１０時

(4) 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札
に参加を希望する者は、平成１８年３月１日までに競争参
加の申出書を北九州市交通局総務課に提出しなければなら
ない。

(5) 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に
書留郵便により、平成１８年３月１６日午後５時までに必
着のこと。

(6) 入札及び開札の場所及び日時
ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号

北九州市交通局４２会議室
イ 日時 平成１８年３月１７日午前１０時

５ 契約の締結
この契約の締結については、落札の決定があっても､この

契約に係る予算が成立しない場合は、行わない。この場合に
おいて、北九州市交通局は、この契約を締結しないことによ
る補償は、行わない。

６ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１
００分の５以上。ただし、北九州市交通局契約規程（昭
和３９年北九州市交通局管理規程第５号。以下「契約規
程」という。）の規定において準用する契約規則第５条
第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
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イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１
００分の５以上。ただし、契約規程の規定において準用
する契約規則第２５条第６項第１号又は第３号のいずか
に該当する場合は、免除する。

(3) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入
札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
ウ 契約規程の規定において準用する契約規則第１２条各
号のいずれかに該当する入札

(4) 落札者の決定方法 契約規程の規定において準用する契
約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の
制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札
者とする。

(5) 契約書作成の要否 要
(6) この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。

(7) この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名
称及び所在地等
北九州市交通局総務課
〒８０８－００１７ 北九州市若松区東小石町３番１号
電話 ０９３－７７１－８４０１

７ Summary
(1) Product and Quantity

Gas Oil
Forecasted Quantity:

ç620,000
(2) Deadline of Tender(by hand)

10:00a.m.,March 17,2006
(3) Deadline of Tender(by mail)

5:00p.m.,March 16,2006
(4) For further information,please contact:General
Affairs Section,Transportation Bureau,City of
Kitakyushu

北九州市交通局公告第２号
特定調達契約に係る一般競争入札の公告（平成１７年北九州

市交通局公告第１２号）に係る一般競争入札において、落札者
を決定しなかったので、公告する。

平成１８年２月１日
北九州市交通局長 木 下 伸 生

１ 物品等の名称及び予定数量
軽油 ５２万リットル

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称
及び所在地
北九州市交通局総務課
北九州市若松区東小石町３番１号

３ 落札者を決定しないこととした日
平成１７年１２月２１日

４ 契約の相手方を決定しようとした手続
一般競争入札

５ 一般競争入札の公告をした日
平成１７年１１月１５日

６ 落札者を決定しないこととした理由
予定価格の制限の範囲内の価格の入札がなかったため

雑 報

福岡北九州高速道路公社公告第５号
福岡北九州高速道路債券の定時償還のための抽せん行った結

果、償還する債券の証券番号が決定しましたので福岡北九州高
速道路債券規程第１５条の第１項の規定により公告します。

平成１８年２月１日
福岡北九州高速道路公社
理事長 田 中 康 順

銘柄 券面金 証券番号 償還期日 償還額
額 (千円)

第９６ １００ ２８，６９９～ 平成１８ １，０
回福岡 万円 ２８，８５１ 年２月２ ４１，
北九州 ２９，８９３～ ８日 ０００
高速道 ３０，７８０
路債券

福岡北九州高速道路公社公告第６号
当公社が所有している財産（土地）を一般競争入札により次

のとおり売却することを公告します。
平成１８年２月１日

福岡北九州高速道路公社
理事長 田 中 康 順

１ 入札参加者の資格
次の者は入札に参加できません。

イ 成年被後見人
ロ 被保佐人
ハ 被補助人
ニ 未成年者
ホ 破産者で復権を得ていない者

２ 売却物件（土地）、現地説明会の日時、入札日時及び入札
場所

所在及び地番 福津市花見ヶ丘一丁目１９２番１

地 目 宅地

地 積 １，８６９．５４平方メートル（公簿）
１，８６９．５９平方メートル（実測）

参考価格 ８８，０００，０００円

現地説明会日時 平成１８年２月２４日（金）午後２時か
ら現地にて

入札日時・場所 平成１８年３月３日（金）午前１０時３
０分から受付
午前１１時から入札開始
福岡北九州高速道路公社本館１階入札室

３ 改札日時
開札は入札後直ちに行います。

４ 入札案内及び売買契約条項を示す場所
福岡北九州高速道路公社総務課総務係
（０９２－６３１－３２８２）

５ 売買契約の締結日
落札決定の場合、落札決定の翌日から起算して七日以内に

契約書を取り交わします。
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６ 条件
イ 落札者は売買契約締結後、当該契約締結の日から５年間
、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する
法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定す
る風俗営業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他
これらに類する業の用に使用することはできません。

ロ 落札者は売買物件を暴力団関連施設及びその他周辺住民
に著しく不安を与える施設の用に使用することはできませ
ん。

７ 売買物件の所有権移転
売買代金が完納されたことを確認した後に、落札者の請求

により、公社が登記の手続を行います。
８ 売買物件の引渡し

売買物件の引渡しは現状のままとします。
９ 入札参加に必要なもの
イ 第１項に該当しないことの誓約書（法人は商業登記簿謄
本）

ロ 他人の代理人として入札に参加する者は、委任状及び委
任者の印鑑証明書

ハ 共有名義への所有権移転を希望する場合は、共有に関す
る申出書、他の共有希望者の委任状及び印鑑証明書

ホ 印鑑
１０ その他の事項
イ 入札参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違
反した入札は無効とします。

ロ 現地説明に不参加の方が入札に参加された場合、現地説
明における各種説明事項については既に了知されているも
のとみなします。

ハ 入札結果（落札価格、落札者名等）の問い合わせがあっ
た場合は、情報の提供を行うことがあります。

ニ 参考価格は、近隣の取引事例などに基づき算出したもの
で、入札の参考にしていただく価格です。
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